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１１１１ ．．．．財 政 健 全 化 法 の 財 政 分 析 指 標財 政 健 全 化 法 の 財 政 分 析 指 標財 政 健 全 化 法 の 財 政 分 析 指 標財 政 健 全 化 法 の 財 政 分 析 指 標

○○○○ 財政健全化法とは財政健全化法とは財政健全化法とは財政健全化法とは

地方自治体の財政破綻を未然に防止し、財政の早期健

全化を促すため、１９年度に国会で成立した法律

○○○○ 健全化判断比率等の公表健全化判断比率等の公表健全化判断比率等の公表健全化判断比率等の公表

毎年度、下の比率を監査委員の審査に付した上で、議会

に報告し、住民に公表しなければならない。

公営事業会計公営事業会計公営事業会計公営事業会計

１１１１

④④④④将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率

一般会計等

公営事業会計公営事業会計公営事業会計公営事業会計

一部事務組合一部事務組合一部事務組合一部事務組合

広域連合広域連合広域連合広域連合

公社公社公社公社

第三セクター第三セクター第三セクター第三セクター

①①①①実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率

②②②②連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率

③③③③実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率

資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率

（会計ごと）（会計ごと）（会計ごと）（会計ごと）

公営企業会計公営企業会計公営企業会計公営企業会計



２２２２ ．２６年度長野市健全化判断比率等．２６年度長野市健全化判断比率等．２６年度長野市健全化判断比率等．２６年度長野市健全化判断比率等

●●●●実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率

●●●●連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率

－－－－ ％％％％

－－－－ ％％％％

算定比率算定比率算定比率算定比率

早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準

（イエローライン）（イエローライン）（イエローライン）（イエローライン）

財政再生基準財政再生基準財政再生基準財政再生基準

（レッドライン）（レッドライン）（レッドライン）（レッドライン）

１１１１１１１１....２５％２５％２５％２５％

１６１６１６１６....２５％２５％２５％２５％

２０％２０％２０％２０％

３０％３０％３０％３０％

((((▲▲▲▲２．０３％２．０３％２．０３％２．０３％))))

２２２２

●●●●連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率

●●●●実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率

●●●●将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率

－－－－ ％％％％

５５５５....７％７％７％７％

２８２８２８２８....２％２％２％２％

●●●●資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率

－－－－ ％％％％

全ての公営企業において資金全ての公営企業において資金全ての公営企業において資金全ての公営企業において資金

不足はありませんでした。不足はありませんでした。不足はありませんでした。不足はありませんでした。

※計算結果がマイナス（黒字）となりましたので、黒字の比率を「▲」で表記しました。

１６１６１６１６....２５％２５％２５％２５％

２５％２５％２５％２５％

３５０％３５０％３５０％３５０％

３０％３０％３０％３０％

３５％３５％３５％３５％

２０％２０％２０％２０％

((((▲▲▲▲２６．５６％２６．５６％２６．５６％２６．５６％))))

（経営健全化基準）（経営健全化基準）（経営健全化基準）（経営健全化基準）



３３３３ ．健全化指標と長野市の算定比率．健全化指標と長野市の算定比率．健全化指標と長野市の算定比率．健全化指標と長野市の算定比率

財政再生基準財政再生基準財政再生基準財政再生基準

２５２５２５２５%%%%

３５０３５０３５０３５０%%%%

２０２０２０２０%%%%

３０３０３０３０%%%%

３５３５３５３５%%%%

財政悪化財政悪化財政悪化財政悪化

実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率

連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率

３３３３

財政再生基準財政再生基準財政再生基準財政再生基準

５５５５....７７７７%%%%

▼▼▼▼

▼▼▼▼

▼▼▼▼

▲▲▲▲２２２２....０３０３０３０３%%%%

▲▲▲▲２６２６２６２６....５６５６５６５６%%%%

１６１６１６１６....２５２５２５２５%%%%

早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準 １１１１１１１１....２５２５２５２５%%%%

▼▼▼▼

２８２８２８２８....２％２％２％２％

２０２０２０２０%%%%

実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率 将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率

（▲（▲（▲（▲2.11%2.11%2.11%2.11%））））

（▲（▲（▲（▲24.45%24.45%24.45%24.45%））））

（（（（8.1%8.1%8.1%8.1%））））

（（（（19.9%19.9%19.9%19.9%））））

（（（（ ）内は、前年度数値）内は、前年度数値）内は、前年度数値）内は、前年度数値



４４４４ ．．．．財 政 健 全 化 法 の 財 政 分 析 指 標財 政 健 全 化 法 の 財 政 分 析 指 標財 政 健 全 化 法 の 財 政 分 析 指 標財 政 健 全 化 法 の 財 政 分 析 指 標

○○○○ 財政の早期健全化財政の早期健全化財政の早期健全化財政の早期健全化 ・再生・再生・再生・再生

①①①①実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率

②②②②連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率

③③③③実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率

④④④④将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率

いずれかが早期健全化いずれかが早期健全化いずれかが早期健全化いずれかが早期健全化

基準以上基準以上基準以上基準以上

①②③①②③①②③①②③いずれかがいずれかがいずれかがいずれかが

財政再生基準以上財政再生基準以上財政再生基準以上財政再生基準以上

４４４４

財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画

（財政健全化団体）（財政健全化団体）（財政健全化団体）（財政健全化団体）

財政再生計画財政再生計画財政再生計画財政再生計画

((((財政再生団体財政再生団体財政再生団体財政再生団体))))

総務大臣に協議総務大臣に協議総務大臣に協議総務大臣に協議

議会の議決・住民へ公表

外部監査の実施外部監査の実施外部監査の実施外部監査の実施



４ -1 ．標準財政規模とは・・・

地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標で健全化指標の分母となる重要な地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標で健全化指標の分母となる重要な地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標で健全化指標の分母となる重要な地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標で健全化指標の分母となる重要な

数値です。数値です。数値です。数値です。

標準財政規模は、「標準税収入額＋普通地方交付税額＋地方譲与税」で求められ、標準的に収標準財政規模は、「標準税収入額＋普通地方交付税額＋地方譲与税」で求められ、標準的に収標準財政規模は、「標準税収入額＋普通地方交付税額＋地方譲与税」で求められ、標準的に収標準財政規模は、「標準税収入額＋普通地方交付税額＋地方譲与税」で求められ、標準的に収

入しうる「経常一般財源」の大きさです。入しうる「経常一般財源」の大きさです。入しうる「経常一般財源」の大きさです。入しうる「経常一般財源」の大きさです。

また、また、また、また、普通交付税の振替財源である臨時財政対策債発効可能額もこの標準財政規模に加えられ普通交付税の振替財源である臨時財政対策債発効可能額もこの標準財政規模に加えられ普通交付税の振替財源である臨時財政対策債発効可能額もこの標準財政規模に加えられ普通交付税の振替財源である臨時財政対策債発効可能額もこの標準財政規模に加えられ

ています。ています。ています。ています。

サラリーマンで言えば、年間の給与総額（所定内）にあたるものです。サラリーマンで言えば、年間の給与総額（所定内）にあたるものです。サラリーマンで言えば、年間の給与総額（所定内）にあたるものです。サラリーマンで言えば、年間の給与総額（所定内）にあたるものです。

５５５５

標準税収入額

（法人市民税における超過税率部分（法人市民税における超過税率部分（法人市民税における超過税率部分（法人市民税における超過税率部分

及び入湯税、都市計画税を除く）及び入湯税、都市計画税を除く）及び入湯税、都市計画税を除く）及び入湯税、都市計画税を除く）

普通交付税

標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模

２６年度 長野市 ９１１億６百万円
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５５５５ ．．．． 実 質 赤 字 比 率実 質 赤 字 比 率実 質 赤 字 比 率実 質 赤 字 比 率

算式＝

一般会計等の実質赤字

標準財政規模

（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）

××××100

▲▲▲▲１８１８１８１８億５４百万億５４百万億５４百万億５４百万円円円円

＝＝＝＝

９１１億６百万円９１１億６百万円９１１億６百万円９１１億６百万円

××××100

長野市の長野市の長野市の長野市の実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率はははは －－－－％％％％ （▲（▲（▲（▲ ２２２２.０３％）０３％）０３％）０３％）

●●●●一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

黒字なので黒字なので黒字なので黒字なので

「▲」「▲」「▲」「▲」

６６６６

長野市の長野市の長野市の長野市の実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率はははは －－－－％％％％ （▲（▲（▲（▲ ２２２２.０３％）０３％）０３％）０３％）

合わせて １８１８１８１８億５４百万円億５４百万円億５４百万円億５４百万円億５４百万円億５４百万円億５４百万円億５４百万円 の黒字

一般会計

母子寡婦資金

１１１１,８５２８５２８５２８５２
実質収支実質収支実質収支実質収支会会会会 計計計計

住宅新築資金

授産施設

００００

２２２２

会会会会 計計計計 実質収支実質収支実質収支実質収支

単位：百万円

００００



●●●●全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率です。全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率です。全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率です。全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率です。

６．連結実質赤字比率６．連結実質赤字比率６．連結実質赤字比率６．連結実質赤字比率

算式＝

連結実質赤字額

標準財政規模

（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）

××××100

黒字なので黒字なので黒字なので黒字なので

７７７７

（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）

▲▲▲▲２４２億円２４２億円２４２億円２４２億円

９１１９１１９１１９１１億６百万億６百万億６百万億６百万円円円円

××××100＝＝＝＝

長野市の長野市の長野市の長野市の連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率はははは ーーーー％％％％
（▲（▲（▲（▲ ２６２６２６２６.５６％）５６％）５６％）５６％）

黒字なので黒字なので黒字なので黒字なので

「▲」「▲」「▲」「▲」



６６６６ -1 ．連結実質赤字比率．連結実質赤字比率．連結実質赤字比率．連結実質赤字比率

一般会計等 １１１１,８５４８５４８５４８５４

実質収支実質収支実質収支実質収支会会会会 計計計計 会会会会 計計計計 実質収支実質収支実質収支実質収支

駐車場 ００００

後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療 ７７７７

単位：百万円

８８８８

国民健康保険 １１１１,００１００１００１００１
介護保険 １６１１６１１６１１６１

飯綱高原スキー場飯綱高原スキー場飯綱高原スキー場飯綱高原スキー場 ００００ 鬼無里大岡観光鬼無里大岡観光鬼無里大岡観光鬼無里大岡観光 ００００

合わせて ２４２２４２２４２２４２億円億円億円億円億円億円億円億円 の黒字

下水道 ６６６６,６１６６１６６１６６１６
戸隠観光施設 １１１１１１１１

水道 ８８８８,３７８３７８３７８３７８
病院 ５５５５,０８９０８９０８９０８９
産業団地 １１１１,０８３０８３０８３０８３



７．実質公債費比率７．実質公債費比率７．実質公債費比率７．実質公債費比率

●●●●公債費や公債費に準ずる経費による財政負担の度合いを客観的に示す指標です。公債費や公債費に準ずる経費による財政負担の度合いを客観的に示す指標です。公債費や公債費に準ずる経費による財政負担の度合いを客観的に示す指標です。公債費や公債費に準ずる経費による財政負担の度合いを客観的に示す指標です。

算式＝

公債費及び

公債費に準

ずる経費

（Ａ）

－

（Ａ）のうち普通

交付税で措置

されるもの

××××100

（Ａ）に充当した

特定財源及び

都市計画税

－

９９９９

「公債費に準ずる経費」とは

・公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出金・公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出金・公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出金・公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出金

・ＰＦＩや一部事務組合の公債費への負担金等・ＰＦＩや一部事務組合の公債費への負担金等・ＰＦＩや一部事務組合の公債費への負担金等・ＰＦＩや一部事務組合の公債費への負担金等

・債務負担行為を設定した元金・利子補給金・債務負担行為を設定した元金・利子補給金・債務負担行為を設定した元金・利子補給金・債務負担行為を設定した元金・利子補給金

算式＝

標準財政規模

（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）（臨時財政対策債を含む）

－

100

（Ａ）のうち普通交付税

で措置されるもの



７ -1．実質公債費比率の算定

①①①① 一般会計等公債費一般会計等公債費一般会計等公債費一般会計等公債費 18,021 （△（△（△（△1,171））））

各数値とも 24~26の平均値

ＡＡＡＡ 一般会計公債費の特定財源等一般会計公債費の特定財源等一般会計公債費の特定財源等一般会計公債費の特定財源等 1,431 （△（△（△（△191））））

②②②② ミニ公募債算入額ミニ公募債算入額ミニ公募債算入額ミニ公募債算入額 0 （△（△（△（△2））））

③③③③ 公営企業の公債費へ繰り出したもの公営企業の公債費へ繰り出したもの公営企業の公債費へ繰り出したもの公営企業の公債費へ繰り出したもの 5,717 （△（△（△（△64））））

④④④④ 一部事務組合等の公債費負担額一部事務組合等の公債費負担額一部事務組合等の公債費負担額一部事務組合等の公債費負担額 54 （△（△（△（△8））））

⑤⑤⑤⑤ 債務負担行為設定分のうち公債費相当額債務負担行為設定分のうち公債費相当額債務負担行為設定分のうち公債費相当額債務負担行為設定分のうち公債費相当額 395 （（（（△△△△112））））

単位：百万円

①①①①～⑤計～⑤計～⑤計～⑤計

24,187
（（（（△△△△1,357））））

Ａ～Ｃ計Ａ～Ｃ計Ａ～Ｃ計Ａ～Ｃ計

（ ）内は 23~25の平均値との比較

10101010

ＡＡＡＡ 一般会計公債費の特定財源等一般会計公債費の特定財源等一般会計公債費の特定財源等一般会計公債費の特定財源等 1,431 （△（△（△（△191））））
ＢＢＢＢ 都市計画税のうち公債費に充当したと認められる額都市計画税のうち公債費に充当したと認められる額都市計画税のうち公債費に充当したと認められる額都市計画税のうち公債費に充当したと認められる額

2,451 （△（△（△（△43））））
ＣＣＣＣ 交付税に算入されている額交付税に算入されている額交付税に算入されている額交付税に算入されている額 16,051 （（（（＋＋＋＋700））））

アアアア 標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模 90,236 （△（△（△（△555））））
イイイイ 交付税に算入されている額交付税に算入されている額交付税に算入されている額交付税に算入されている額 16,051 （＋（＋（＋（＋700））））

Ａ～Ｃ計Ａ～Ｃ計Ａ～Ｃ計Ａ～Ｃ計

19,933
（（（（＋＋＋＋466））））

74,185
（（（（145））））

実質公債費比率＝実質公債費比率＝実質公債費比率＝実質公債費比率＝

24,187－－－－19,933

74,185
＝＝＝＝××××100
５５５５.７％７％７％７％

ア－イア－イア－イア－イ



７ -2．実質公債費比率前年度比較（８.１→５.７）
●●●●一般会計等における公債費一般会計等における公債費一般会計等における公債費一般会計等における公債費(繰上償還及び借換除く）や、債務負担行為のうち公債繰上償還及び借換除く）や、債務負担行為のうち公債繰上償還及び借換除く）や、債務負担行為のうち公債繰上償還及び借換除く）や、債務負担行為のうち公債

費に準ずる経費が減少したことから、実質公債費比率は、２費に準ずる経費が減少したことから、実質公債費比率は、２費に準ずる経費が減少したことから、実質公債費比率は、２費に準ずる経費が減少したことから、実質公債費比率は、２.４ポイント下がりました。４ポイント下がりました。４ポイント下がりました。４ポイント下がりました。

公債費・公営企業等公債費・公営企業等公債費・公営企業等公債費・公営企業等

繰出金・一部事務組繰出金・一部事務組繰出金・一部事務組繰出金・一部事務組

合負担金・債務負担合負担金・債務負担合負担金・債務負担合負担金・債務負担

分 子 １８.２億円減
公債費及び公債費に公債費及び公債費に公債費及び公債費に公債費及び公債費に

準ずる経費準ずる経費準ずる経費準ずる経費
約△２.４p

普通交付税措置のある普通交付税措置のある普通交付税措置のある普通交付税措置のある

公債費及び公債費に公債費及び公債費に公債費及び公債費に公債費及び公債費に

準ずる経費・公債費に準ずる経費・公債費に準ずる経費・公債費に準ずる経費・公債費に

充当した都市計画税等充当した都市計画税等充当した都市計画税等充当した都市計画税等

－

11111111

＝ ５.７

合負担金・債務負担合負担金・債務負担合負担金・債務負担合負担金・債務負担

×100

市税・地方交付税

臨時財政対策債

分 母 １.５億円減

標準財政規模

充当した都市計画税等充当した都市計画税等充当した都市計画税等充当した都市計画税等

の特定財源の特定財源の特定財源の特定財源

－

普通交付税措置普通交付税措置普通交付税措置普通交付税措置

のある公債費及びのある公債費及びのある公債費及びのある公債費及び

公債費に準ずる経費公債費に準ずる経費公債費に準ずる経費公債費に準ずる経費

微増微増微増微増



●●●●一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。

将来負担額将来負担額将来負担額将来負担額

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

８．将来負担比率８．将来負担比率８．将来負担比率８．将来負担比率

－

充当可能充当可能充当可能充当可能

基金額基金額基金額基金額
－

（Ａ）のうち普通（Ａ）のうち普通（Ａ）のうち普通（Ａ）のうち普通

交付税で措置交付税で措置交付税で措置交付税で措置

されるもののされるもののされるもののされるものの

累計累計累計累計

（Ａ）に充当でき（Ａ）に充当でき（Ａ）に充当でき（Ａ）に充当でき

る特定財源及る特定財源及る特定財源及る特定財源及

び都市計画税び都市計画税び都市計画税び都市計画税

－

12121212

算式＝

標準財政規模

（臨時財政対策債を含む）

××××100

－

当該年度に普通交付税当該年度に普通交付税当該年度に普通交付税当該年度に普通交付税

税で措置されるもの税で措置されるもの税で措置されるもの税で措置されるもの

累計累計累計累計



８８８８ -1．将来負担比率の算定．将来負担比率の算定．将来負担比率の算定．将来負担比率の算定

①①①① 一般会計等年度末地方債現在高一般会計等年度末地方債現在高一般会計等年度末地方債現在高一般会計等年度末地方債現在高 140,882 （＋（＋（＋（＋7,551））））

○将来負担額（一般会計等が負担しなければならない額）

②②②② 債務負担行為に基づく支出予定額債務負担行為に基づく支出予定額債務負担行為に基づく支出予定額債務負担行為に基づく支出予定額 3,988 （＋（＋（＋（＋474））））

③③③③ 公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額 68,361 （△（△（△（△2,093））））

④④④④ 一部事務組合等の地方債現在高のうち本市負担分一部事務組合等の地方債現在高のうち本市負担分一部事務組合等の地方債現在高のうち本市負担分一部事務組合等の地方債現在高のうち本市負担分 301 （△（△（△（△60））））

⑤⑤⑤⑤ 全職員に対する年度末退職手当支給額全職員に対する年度末退職手当支給額全職員に対する年度末退職手当支給額全職員に対する年度末退職手当支給額 22,278 （△（△（△（△1,166））））

⑥⑥⑥⑥ 三セク等の負債額や債務負担額三セク等の負債額や債務負担額三セク等の負債額や債務負担額三セク等の負債額や債務負担額 2,160 （＋（＋（＋（＋850））））

⑦⑦⑦⑦ 連結実質赤字額、組合等の連結実質赤字額連結実質赤字額、組合等の連結実質赤字額連結実質赤字額、組合等の連結実質赤字額連結実質赤字額、組合等の連結実質赤字額 0 （（（（0））））

①～⑦計①～⑦計①～⑦計①～⑦計

237,970
（（（（＋＋＋＋5,556））））

単位：百万円

（ ）内は前年度との比較

13131313

⑦⑦⑦⑦ 連結実質赤字額、組合等の連結実質赤字額連結実質赤字額、組合等の連結実質赤字額連結実質赤字額、組合等の連結実質赤字額連結実質赤字額、組合等の連結実質赤字額 0 （（（（0））））

○将来負担額から控除されるもの

ＡＡＡＡ 年度末時点に現金化できる基金残高（現金・預金等）年度末時点に現金化できる基金残高（現金・預金等）年度末時点に現金化できる基金残高（現金・預金等）年度末時点に現金化できる基金残高（現金・預金等） 32,928 （△（△（△（△24））））

ＢＢＢＢ 特定財源見込額（うち都市計画税特定財源見込額（うち都市計画税特定財源見込額（うち都市計画税特定財源見込額（うち都市計画税 21,625（＋（＋（＋（＋117）））））））） 23,548 （△（△（△（△926））））
ＣＣＣＣ 地方債現在高のうち、将来交付税で措置される見込額地方債現在高のうち、将来交付税で措置される見込額地方債現在高のうち、将来交付税で措置される見込額地方債現在高のうち、将来交付税で措置される見込額 160,571 （＋（＋（＋（＋445））））

アアアア 標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模 91,106 （＋（＋（＋（＋428））））

イイイイ 交付税に算入されている額交付税に算入されている額交付税に算入されている額交付税に算入されている額 16,983 （＋（＋（＋（＋832））））

Ａ～Ｃ計Ａ～Ｃ計Ａ～Ｃ計Ａ～Ｃ計

217,047
（△（△（△（△505))))

ア－イア－イア－イア－イ

将来負担比率＝将来負担比率＝将来負担比率＝将来負担比率＝

237,970－－－－217,047

74,123
＝＝＝＝××××100 ２８２８２８２８.２２２２%

74,123
（△（△（△（△404））））



●●●●一般会計等の年度末地方債残高及び債務負担行為に基づく支出予定額の増加により一般会計等の年度末地方債残高及び債務負担行為に基づく支出予定額の増加により一般会計等の年度末地方債残高及び債務負担行為に基づく支出予定額の増加により一般会計等の年度末地方債残高及び債務負担行為に基づく支出予定額の増加により

将来負担比率が、将来負担比率が、将来負担比率が、将来負担比率が、 ８８８８....３ポイント上がりました。３ポイント上がりました。３ポイント上がりました。３ポイント上がりました。

８８８８ -2．将来負担比率前年度比較（１９．将来負担比率前年度比較（１９．将来負担比率前年度比較（１９．将来負担比率前年度比較（１９.９％９％９％９％→２８２８２８２８.２％）２％）２％）２％）

将来負担額（Ａ）

分 子

６０.６億円増
約８.２Ｐ

将来負担額への充当

可能基金額・特定財源

（都市計画税）・交付税

将来負担額将来負担額将来負担額将来負担額

地方債残高・債務負担地方債残高・債務負担地方債残高・債務負担地方債残高・債務負担

行為予定額・公営企業行為予定額・公営企業行為予定額・公営企業行為予定額・公営企業

への繰出予定額・一組への繰出予定額・一組への繰出予定額・一組への繰出予定額・一組

等の負担額・退職手当等の負担額・退職手当等の負担額・退職手当等の負担額・退職手当
－

14141414

－

××××100
＝ ２８.２

分 母

標準財政規模

（臨時財政対策債を含む）

26年度に普通交付税で年度に普通交付税で年度に普通交付税で年度に普通交付税で

措置された公債費措置された公債費措置された公債費措置された公債費

約０.１Ｐ

（都市計画税）・交付税

措置額累計

等の負担額・退職手当等の負担額・退職手当等の負担額・退職手当等の負担額・退職手当

額・三セクの負債額・三セクの負債額・三セクの負債額・三セクの負債

－

５５.６億円増 ５億円減

４.３億円増 ８.３億円増

４.０億円減



●公営企業会計ごとの資金の不足額の事業に対する比率です。●公営企業会計ごとの資金の不足額の事業に対する比率です。●公営企業会計ごとの資金の不足額の事業に対する比率です。●公営企業会計ごとの資金の不足額の事業に対する比率です。

９．資金不足比率９．資金不足比率９．資金不足比率９．資金不足比率

算式＝

資金の不足額

事業の規模

××××100

15151515

資金の不足額資金の不足額資金の不足額資金の不足額

●●●●法適用企業＝（流動負債＋建設改良費以外に充てた地方債現在高－流動法適用企業＝（流動負債＋建設改良費以外に充てた地方債現在高－流動法適用企業＝（流動負債＋建設改良費以外に充てた地方債現在高－流動法適用企業＝（流動負債＋建設改良費以外に充てた地方債現在高－流動

資産）－解消可能資金不足額資産）－解消可能資金不足額資産）－解消可能資金不足額資産）－解消可能資金不足額

●●●●法非適用企業＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費法非適用企業＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費法非適用企業＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費法非適用企業＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費

以外に充てた地方債現在高）－解消可能資金不足額以外に充てた地方債現在高）－解消可能資金不足額以外に充てた地方債現在高）－解消可能資金不足額以外に充てた地方債現在高）－解消可能資金不足額

解消可能資金不足額解消可能資金不足額解消可能資金不足額解消可能資金不足額

事業開始後一定期間に構造的に発生する資金不足で一定の額事業開始後一定期間に構造的に発生する資金不足で一定の額事業開始後一定期間に構造的に発生する資金不足で一定の額事業開始後一定期間に構造的に発生する資金不足で一定の額

事業の規模事業の規模事業の規模事業の規模 営業収益（相当額）－受託工事収益（相当額）営業収益（相当額）－受託工事収益（相当額）営業収益（相当額）－受託工事収益（相当額）営業収益（相当額）－受託工事収益（相当額）



９９９９ -1．会計ごとの資金不足比率．会計ごとの資金不足比率．会計ごとの資金不足比率．会計ごとの資金不足比率

単位：百万円、％

●資金不足となる会計はありませんでした。

会会会会 計計計計 資金不足額資金不足額資金不足額資金不足額 事業の規模事業の規模事業の規模事業の規模 資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率

水道事業水道事業水道事業水道事業 ▲▲▲▲８，３７８８，３７８８，３７８８，３７８ ５，９３４５，９３４５，９３４５，９３４ －（▲１４１－（▲１４１－（▲１４１－（▲１４１.１８）１８）１８）１８）

下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業 ▲▲▲▲６，６１６６，６１６６，６１６６，６１６ ７，５４９７，５４９７，５４９７，５４９ －－－－ （▲８７（▲８７（▲８７（▲８７.６４）６４）６４）６４）

.

16161616

※計算結果がマイナス（黒字）となりましたので、黒字の額及び比率を「▲」で表記しました。

病院事業病院事業病院事業病院事業 ▲▲▲▲５，０８９５，０８９５，０８９５，０８９ １２，３７４１２，３７４１２，３７４１２，３７４ －－－－ （▲４１（▲４１（▲４１（▲４１.１３）１３）１３）１３）

戸隠観光施設事業戸隠観光施設事業戸隠観光施設事業戸隠観光施設事業 ▲▲▲▲１１１１１１１１ ２５０２５０２５０２５０ －－－－ （▲（▲（▲（▲ ４４４４.４７）４７）４７）４７）

産業団地事業産業団地事業産業団地事業産業団地事業 ▲１，０８３▲１，０８３▲１，０８３▲１，０８３ ４，８２２４，８２２４，８２２４，８２２ －－－－ （▲２２（▲２２（▲２２（▲２２.４６）４６）４６）４６）

飯綱高原スキー場事業飯綱高原スキー場事業飯綱高原スキー場事業飯綱高原スキー場事業 ▲▲▲▲００００ ６８６８６８６８ －－－－ （▲（▲（▲（▲ ００００.３０）３０）３０）３０）

鬼無里大岡観光施設事業鬼無里大岡観光施設事業鬼無里大岡観光施設事業鬼無里大岡観光施設事業
▲▲▲▲００００ ９２９２９２９２ －－－－ （▲（▲（▲（▲ ００００.１０）１０）１０）１０）


